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Ⅰ 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

 

1 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を求めるため、

環境影響評価方法書を作成した旨等を公告し、公告の日から起算して 1 月間縦覧に供した。 

 

(1) 公告の日 

平成 25 年 3 月 19 日（火） 

 

(2) 公告の方法 

① 日刊新聞による公告（別紙 1 参照） 

平成 25 年 3 月 19 日（火）付で、下記日刊紙に「お知らせ」広告を掲載した。 

・ 高知新聞  （朝刊：31 面） 

 

② インターネットによるお知らせ 

平成 25 年 3 月 19 日（火）～4 月 18 日（木）の期間、下記のホームページに「お知らせ」

を掲載した。 

・ 大豊町のホームページ（別紙 2 参照） 

http://www.town.otoyo.kochi.jp/ 

・ （株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト（別紙 3 参照） 

http://www.eeh-development.com/ohtoyo/ 

 

③ 上記に加え以下のお知らせをした（別紙 4 参照） 

・ 大豊町 広報紙（3 月 31 日発行 「広報 ゆとりすと 4 月号」） 

 

(3) 縦覧場所 

関係自治体庁舎の計 2 箇所において縦覧を行った。また、インターネットの利用により縦

覧を行った。 

① 関係自治体庁舎での縦覧 

・ 高知県庁 

高知県高知市丸ノ内一丁目 7 番 52 号（西庁舎 5 階 高知県林業振興・環境部 環

境共生課） 

・ 大豊町役場 

高知県長岡郡大豊町高須 231 番地（大豊町役場 2 階 閲覧室） 

 

② インターネットの利用による縦覧 

・ （株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト 

http://www.eeh-development.com/ohtoyo/ 
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(4) 縦覧期間 

・ 縦覧期間：平成 25 年 3 月 19 日（火）から平成 25 年 4 月 18 日（木）まで 

（土・日曜日を除く。） 

・ 縦覧時間：午前 9 時 30 分から午後 4 時 30 分まで 

 

なお、インターネットの利用による縦覧については、平成 25 年 3 月 19 日（火）から平成

25 年 5 月 2 日（木）までの間、終日アクセス可能な状態とした。 

 

 

(5) 縦覧者数 

縦覧者数（縦覧者名簿記載者数）は 3 名で、各縦覧場所別の縦覧者数は以下のとおり

である。 

・ 高知県庁 3 名 

・ 大豊町役場 0 名 

 

 

2 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、環境影響評価方法書の記載事項を周知

するための説明会を開催した。 

 

(1) 公告の日及び公告方法 

説明会の開催公告は、環境影響評価方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

（別紙 1、別紙 2、別紙 3、別紙 4 参照） 

 

(2) 開催日時、開催場所及び来場者数 

説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は以下のとおりである。 

 

・ 開催日時：平成 25 年 4 月 14 日（日） 午後 1 時 30 分から午後 2 時 50 分 

・ 開催場所：大豊町農工センター（高知県長岡郡大豊町高須 231 番地） 

・ 来場者数：8 名 
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3 環境影響評価方法書への意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の意

見書の提出を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

平成 25 年 3 月 19 日（火）から平成 25 年 5 月 2 日（木）まで 

（郵送の受付は当日消印まで有効とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見について、以下の方法により受け付けた。（別紙 5 参照） 

① 縦覧場所に設置した意見箱への投函 

② （株）ユーラスエナジーホールディングスへの書面の郵送 

 

(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 0 通であった。 
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日刊新聞紙における公告 

 

高知新聞 （平成 25 年 3 月 19 日 朝刊 31 面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙 1 
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インターネットによる公告 

（大豊町のホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2 
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インターネットによる公告 

（（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト） 

（1） 

【トップページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙 3-1 
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インターネットによる公告 

（（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト） 

（2） 

【方法書の縦覧】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙 3-2 
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インターネットによる公告 

（（株）ユーラスエナジーホールディングス 環境影響評価ウェブサイト） 

（3） 

【方法書の公告・縦覧・説明会のお知らせ】 

 

 

 

  

別紙 3-3 
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大豊町 広報紙による「お知らせ」 

 

 （3 月 31 日発行 「広報 ゆとりすと 4 月号」） 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙 4 
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ご意見記入用紙 

 

 

 

  

別紙 5 
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Ⅱ. 環境影響評価方法書の環境保全の見地からの提出意見の概要と当社の見解 

 

「環境影響評価法」第 8 条第 1 項の規定に基づく環境影響評価方法書について、環境の保全の見

地からの意見が述べられた書面の提出はなかった。 

したがって、「環境影響評価法」第 9 条及び「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく、方

法書についての意見の概要及びこれに対する当社の見解はない。 
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